　　　○職員定数条例


平成11年4月1日

条例第7号



改正
平成13年5月30日
条例第4号
平成19年3月20日
条例第13号



平成17年3月1日
条例第11号

（定義）

第1条　この条例でいう「職員」とは、一般職の常勤の職員（副管理者及び臨時雇用者を除く。）をいう。

（職員の定数）

第2条　職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1)　連合長の事務部局の職員　　　　　

106人

(2)　議会の事務部局の職員　　　　　　事務局長
1人



書　記
2人

(3)　選挙管理委員会の事務部局の職員


書記長
1人
（兼務）


書　記
1人
（兼務）

(4)　監査委員の事務部局の職員
事務局長
1人
（兼務）


書　記　
1人
（兼務）

(5)　消防職員

66人


附　則

この条例は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成13年5月30日条例第4号）

　この条例は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成17年3月1日条例第11号）

　この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附　則（平成19年3月20日条例第13号）

この条例は、平成19年4月1日から施行する。
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